
中小企業海外市場開拓支援事業実施要綱 

第１ 趣旨 

公益社団法人静岡県国際経済振興会（以下「振興会」という。）は、県内中小企業等の国際

化の促進と国際競争力の強化を図るため、中小企業海外市場開拓支援事業を実施する静岡

県内の中小企業等に対し、予算の範囲内において中小企業海外市場開拓支援金（以下「支

援金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによ

る。 

 

第２ 支援金の対象者  

   支援金の対象となる中小企業等は、次に掲げる(1)、(2)の要件をすべて満たすものとする。

ただし、前年度までの３年間、連続して支援金の交付を受けた者を除く。 

(1) 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154号）第２条に定める中小企業、その複数で構成

する任意のグループ（事業組合を含む。）、又は税務署に開業届を提出済の個人事業主

であること。 

ただし次のいずれかに該当する中小企業は対象外とする。 

ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業が所有し

ている中小企業 

イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の 3 分の 2 以上を大企業が所有している

中小企業 

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の 1以上を占めている            

中小企業 

(2) 静岡県内に主たる事業所を有すること。 

 

第３ 対象事業 

支援金の交付対象とする事業は、海外市場開拓のために実施する次に掲げる事業とする。 

(1) 海外見本市出展 

(2) 海外向け販売促進媒体作成 

(3) 外国出願（特許、意匠、商標） 

(4) 海外市場調査 

(5) 国際規格認証取得申請 

(6) 海外向けオンライン販売体制構築 

 

第４ 支援金の対象経費及び交付金額（率） 

(1)  対象経費 

別に定める対象経費 

(2)  交付金額（率） 

対象総経費の２分の１以内とし、50 万円を限度とする。 

 

第５ 事業の着手時期 

事業の着手時期は、原則として振興会からの支援金交付決定通知を受けた日以降とする。

ただし、事業の実施上やむを得ない理由により、交付決定通知を受ける前に事業に着手す

る場合は、第６の規定により事前着手申請手続きを行うものとする。 

 

第６ 事前着手申請 

(1) 提出書類 



     ア 中小企業海外市場開拓支援事業事前着手申請書(様式第１－２号) 

          イ 別に定める書類 

(2) 提出期限 

     別に定める日まで 

(3) 対象 

     振興会は、事前着手申請書に基づき、対象事業に適合するか否かについて申請者に通 

知する。ただし、この通知は支援金の交付を約束するものではない。 

 

第７ 交付の申請 

(1) 提出書類 各１部 

ア 中小企業海外市場開拓支援事業申請書（様式第１号） 

イ 別に定める書類 

(2) 提出期限 

別に定める日まで 

 

第８ 支援金の交付の条件 

   次に掲げる事項は支援金の交付の対象事業として採択をする際の条件となるものとする。 

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ振興会の承認を受けなけ

ればならない。 

ア 採択された事業の内容を変更しようとする場合 

イ 採択された事業に要する経費の配分を変更しようとする場合で、第４の(1)の対象経

費の 20 パーセントを超える変更をしようとする場合 

ウ 採択された事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

(2) 採択された事業が予定の期間内に完了しない場合又は採択された事業の遂行が困難

となった場合においては、速やかに振興会に報告してその指示を受けなければならな

いこと。 

(3) 採択された事業により取得し、又は効用の増加した財産については、振興会の承認を

受けないで、支援金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は

担保に供してはならないこと。 

(4) 振興会の承認を受けて(3) の財産を処分することにより収入があった場合には、その

収入の全部又は一部を振興会に納付させることがあること。 

(5) 採択された事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後に

おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らな

ければならないこと。 

(6) 採択された事業の収支に関する領収書等関係書類を整理し、支援金の交付を受けた年

度終了後５年間保管しなければならないこと。 

(7) 振興会が翌年度以降を含む完了後に実施する当該事業の実施効果調査に協力しなけ

ればならないこと。 

(8) 虚偽の申請又は報告を行った場合は採択を取り消すこと。 

(9) この要綱の規定に違反した場合、採択を取り消し、翌年度以降の申請はできないこと。 

(10)採択された事業の概要(実施事業名、実施者名、対象事業名等)を振興会のＷＥＢサイ

トに公表すること。 

 

第９ 事業の変更   

(1) 提出書類 各１部 

ア 中小企業海外市場開拓支援事業変更申請書（様式第２号） 



イ 別に定める書類 

(2) 提出期限 

別に定める日まで 

(3) 該当する要件 

第８の(1)のア又はイに該当する場合 

 

第 10 採択の辞退 

採択決定後、第８の(2)の規定に該当することが判明した場合、又は国、県、市町、その

他公的団体等から他の補助金等の交付が決定した場合は、速やかに中小企業海外市場開拓

支援金採択辞退届（様式第３号）を提出しなければならない。 

 

第 11 実施報告 

(1) 提出書類 各１部 

ア 中小企業海外市場開拓支援事業実施報告書（様式第４号） 

イ 別に定める書類 

(2) 提出期限 

別に定める日まで 

 

第 12 支援金の請求手続き 

(1) 提出書類 各１部 

ア 中小企業海外市場開拓支援事業支援金請求書（様式第５号） 

イ 別に定める書類 

(2) 提出期限 

中小企業海外市場開拓支援事業交付確定通知を受領した日から起算して 10 日を経過

する日まで 

 

第 13 フォローアップ報告 

決定者は、当年度３月末時点及び翌年度の８月末時点の事業成果を別途設定された期限ま

でに中小企業海外市場開拓支援事業フォローアップ報告書（様式第６号）により振興会に

報告しなければならない。 

(1) 提出書類 １部 

中小企業海外市場開拓支援事業フォローアップ報告書（様式第６号） 

(2) 提出期限 ２回 

別に定める日 

 

第 14 その他 

この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、振興会が別に定める。 

 

附 則   

この要綱は、平成30年４月18日から施行する。 

この要綱は、平成31年４月10日から施行する。 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年９月10日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和８年３月４日から施行する。 


